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抄録：NPO法人なよろ地方職親会は職場適応援助者養成研修の関東以北唯一の実施機関であ
り、これまで322名が受講・修了している。本稿では全国的なジョブコーチ支援状況、養成研
修の受講者、実施状況について、またNPO法人なよろ地方職親会によるジョブコーチ養成研修
の実施状況、修了者へのフォローアップについて報告するとともに、今後の活動や研究課題に
ついて示唆を得ることを目的としている。広域な北海道の特徴からも障害者を雇用する企業、
企業在籍型ジョブコーチの配置促進が望まれるが、配置型ジョブコーチや訪問型ジョブコーチ
と違い、情報交換・交流の場が少ないのが現状である。研修修了後のジョブコーチに関する知
識やスキルのサポート、障害者雇用に関するノウハウや情報交換が必要であり、このことは長
く障害者雇用の事業主が集まり、活動を繰り広げてきた職親会から学ぶべきことが多いと思わ
れる。今後は職親会やフォローアップの在り方について検討していくことが必要である。
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職場適応援助者（ジョブコーチ）の現状と展望
―ジョブコーチ養成研修への関わりから―

１ ．はじめに

　NPO法人なよろ地方職親（しょくおや）会では、2011
年より厚生労働大臣指定の職場適応援助者養成研修（以
下、ジョブコーチ養成研修）を毎年開催してきた。2020
年は新型コロナウイルスの感染拡大により、受講者を
募ったものの中止となったが、2021年10月に第10回目の
開催を迎え、これまで322名の修了者を送りだしてい
る。筆者の柴野は、なよろ地方職親会の事務局として
ジョブコーチ養成研修の企画・運営を行い、橋本は2013
年より講師として参画している。ここ数年、障害者雇用
を検討している、あるいは既に雇用している一般企業か
らの参加者が増加傾向にある。このことは、繰り返され
る「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、障害
者雇用促進法）における法定雇用率のアップ、また対象
企業の拡大などを背景に一般企業の障害者雇用に際して
必要な知識・技術・資格取得が必要であると企業側のニー
ズの高まりが一要因であると思われる。
　本稿では、筆者らのジョブコーチ養成研修開催、運営
を通して、職場適応援助者の現状と展望、今後の研究課

題等について整理する。

２ ．日本におけるジョブコーチの成り立ちと発展

１ ）ジョブコーチの成り立ちと制度の変遷
　ジョブコーチは1986年、米国の改正リハビリテーショ
ン法の「援助付き雇用」が制度化されたことを受け、朝
日（1987）ⅰや久保（1989）ⅱら日本職業リハビリテーショ
ン学会関係者が中心となり、我が国に紹介された。この
「援助付き雇用」を参考に、日本では1992年より、日本
障害者雇用促進協会（現　独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構）が各県に設置・運営している地域障
害者職業センター（以下、地域センター）において職域
開発援助事業が実施された。職域開発援助事業は、その
対象者を、従来の援助サービスでは対応できなかった職
業的に重度な障害をもつ人々を中心とし、民間事業所の
現場を利用し、「個々の障害者の障害状況，特徴に応じ
た技術及び職業生活両面にわたる指導・援助を行うこと
により対象となる障害者の職業能力の向上及び職域の拡
大を図る」ⅲものであった。また、職場定着のための人
的援助があり、事業所の従業員から選任された「技術支
援パートナー」が作業技術面の指導援助を行い、地域セ
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ンターから派遣された「生活支援パートナー」が職業生
活全般の支援が行われ、 2人の援助者によって職場定着
支援が行われていた。
　この職域開発援助事業は、1994年に生活支援パート
ナーを当時の小規模作業所の職員に委託する「小規模作
業所との職域開発援助事業」、1999年に「社会福祉法人
等との連携による職域開発援助事業」となり、利用者数
も増加した。さらに2000年度から 2年「ジョブコーチに
よる人的支援パイロット事業」として、ジョブコーチを
事業所に派遣し、その支援について検討およびジョブ
コーチ養成の在り方を検討することを目的に実施され
た。職場定着状況やジョブコーチを受け入れた事業所よ
り評価されたことにより、2002年の障害者雇用促進法の
改正により、「職場適応援助者（ジョブコーチ）による
人的支援事業」として創設された。当初は、地域センター
に所属する配置型ジョブコーチと福祉施設等に所属する
協力機関型ジョブコーチでスタートしたが、2005年の障
害者雇用促進法の改正により、障害者雇用納付金制度に
基づく職場適応援助者助成金が創設され、地域センター
に所属する配置型ジョブコーチ、福祉施設等に所属し、
助成金を活用して行う第 1号ジョブコーチ、企業が助成
金を活用して行う第 2号ジョブコーチの 3種類のジョブ
コーチ体制となった。2015年にも同法の改正があり、財
源が障害者雇用納付金から雇用保険に移管され、名称も
第 1号ジョブコーチが訪問型ジョブコーチに、第 2号
ジョブコーチが企業在籍型ジョブコーチに変更された。

２ ）ジョブコーチの現状
　厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課の「ジョブ
コーチ支援制度と養成研修の現状等について」ⅳによれ
ば、2019年度のジョブコーチ数は地域センターに配置さ
れている配置型ジョブコーチは313人、社会福祉法人等
に所属する訪問型ジョブコーチは568人（障害者雇用安
定助成金を活用した支援を実施したジョブコーチ数）、
企業在籍型ジョブコーチは232人（障害者雇用安定助成
金を活用した支援を実施したジョブコーチ数）となって
いる。
　なお、訪問型ジョブコーチは地域センター策定又は承
認した支援計画に基づき支援を実施した場合は訪問型職
場適応援助者助成金＊1により、 1日の支援時間が 4時
間以上で日額16,000円、 4時間未満で8,000円が支給され
る。企業在籍型ジョブコーチも同様に企業在籍型職場適
応援助者助成金により、大企業が 6万円、中小企業が
8万円でそれぞれ対象労働者が短時間労働者の場合は半
額が支給される。
　表 1は、ジョブコーチ支援開始者数であるが、2014年
度までは 6千件台であったのが、2015年度 5千件を下回

り、減少傾向をたどっている。配置型ジョブコーチはほ
ぼ横ばい、企業在籍型ジョブコーチは増加傾向であるの
に対し、訪問型ジョブコーチが2015年度に前年度の半数
以下となり、以降概ね減少傾向が続いている。

表１　ジョブコーチ支援開始者数（人数）
年度

種別 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

配置型 3,302 3,342 3,670 3,749 3,616 3,574 3,574 3,641 3,497 3,321
訪問型 2,931 2,945 3,107 3,056 3,056 1,326 1,505 1,387 1,162 1,033

企業在籍型 39 53 94 122 102 67 143 186 228 254
合計 6,272 6,340 6,871 6,927 6,774 4,967 5,222 5,214 4,887 4,608

３ ）ジョブコーチ養成実績
　一方、ジョブコーチ養成実績は、養成研修を開始した
2005年度からの2019年度までの累計は10,939人で、うち
訪問型ジョブコーチが7,105人（65.0％）、企業在籍型ジョ
ブコーチが3,837人（35.0％）となっている。2010年から
の受講・修了者数は表 2の通りで、養成数は年々増加し
ており、また訪問型ジョブコーチが2017年以前は企業在
籍型ジョブコーチよりも上回っていたが、2018年度、
2019年度は企業在籍型ジョブコーチが訪問型ジョブコー
チを上回っている。

表２　ジョブコーチ養成実績（人数）
年度

種別 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

訪問型 486 528 557 548 480 501 540 513 620 588
企業在籍型 120 144 162 152 232 311 347 448 759 830
合計 606 672 719 700 712 812 887 961 1379 1418

　ジョブコーチ養成研修は、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構が行っていたが、2006年度より民間
においても厚生労働大臣指定研修が開始され、現在、 7
つの民間の機関が指定を受けて研修を実施している。
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っ
ているジョブコーチ養成研修は年10回ほど実施され、千
葉と大阪で行われる集合研修と各地域センターで行われ
る実技研修の合計42時間、 8日間で実施される。
　厚生労働大臣指定の民間機関によるジョブコーチ養成
研修は、 6機関合計12回、局長通達で定めるモデルカリ
キュラムに従い、42時間以上で 6～ 7日間で実施されて
いる。

３ ．NPO法人なよろ地方職親会主催　ジョブコーチ養成
研修の取組

１ ）職親会の活動経緯
　ジョブコーチ養成研修は、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構以外に実施している民間の機関があ
るが、関東以北で唯一取り組んでいるのはNPO法人なよ
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ろ地方職親会（以下、なよろ地方職親会）である。
　職親＊3会とは、障害者を雇用する事業主の集まりで
あるが、なよろ地方職親会も加盟する一般社団法人北海
道障がい者職親連合会のホームページ（http://www.
rainbowwin.net/syokuoya/　2021年 9 月27日参照。）によ
れば、1969年に札幌市内の企業が「北海道精神薄弱者職
親会」を発足させ、全道主要都市にも職親会が結成され
た。これを契機に「連合会」が発足し、1988年に社団法
人化、1999年に名称を「北海道知的障害者職親連合会」
とした。2007年には障害者自立支援法の制定に伴い現在
の「北海道障がい者職親連合会」に名称を変更しており、
元々は知的障害者の職場の親になることを掲げた事業
主、つまり「職親」達の集まりであった。多い時は30ヶ
所以上の職親会が活動をしていたが、現在は18の職親会
が会員として活動している。
　当時の知的障害の児童・生徒は中学校までは、地元の
中学校に通学することができたが、進学先の養護学校や
通所施設もなく、地方の入所施設に入所するか、社会参
加できずに、実家で過ごすという選択肢しかない状況で
あった。そこで中学校では、知的障害をもった生徒を地
元の企業に就職できるように進路指導を行い、企業も受
け入れ始め、その事業主が集まり、できた会が「職親会」
で、なよろ地方職親会も1975年頃より活動が行われてい
た。

２ ）なよろ地方職親会主催　ジョブコーチ養成研修
　なよろ地方職親会では、会社に長く勤めた障害者を表
彰する「永年勤続表彰」や、企業の会員と企業で働く障
害者でレクリエーションや懇親会を開催するなどの「交
流会」、「障がい者にやさしいお店のシールづくり」、な
よろ地方職親会の対象エリアである名寄市、美深町、下
川町の「社会資源マップ作成」などを行っていた。役員
会にて新たな取り組みを検討する中で、障害者の就労支
援をするジョブコーチが北海道には少ないことに着目し
た。北海道は広大であるにもかかわらず、稼働している
訪問型ジョブコーチが約30名しかおらず、地域によって
はまったくジョブコーチがいない地域もあることから、
なよろ地方職親会としてジョブコーチ養成研修を開催
し、ジョブコーチを育成、輩出をしていくことを決め
た。以降、職親会の法人化などの準備を進め、2006年 9
月に法人格を取得し、全国で 5番目となる厚生労働大臣
指定の職場適応援助者養成研修の運営団体に認可され
た。ジョブコーチ養成研修の認可を受けるために定期的
な研修会の開催も要件であったため、2008年より「ジョ
ブコーチについての基礎研修」を開催し、2011年に 1回
目のジョブコーチ養成研修が名寄市にて28名の受講者を
迎え開催された。以降、2020年のコロナ感染拡大による

中止を除いて毎年開催されている。受講者数の推移は表
3の通りである。
　第 1回から第 8回は名寄市において 6日間で実施（職
場実習は旭川市などで実施）。道内の福祉施設、医療機
関、企業のほか、先述の通り関東以北でジョブコーチ養
成研修が開催されていないこともあり東北からも受講の
申し込みがあった。第 3回には40名の受講者があった
が、以降減少。遠方であること、また 6日間連続実施と
いうことで職場、家庭の事情により受講しにくいという
声を受け、2019年には初の試みとして札幌市に隣接する
江別市の北翔大学にて実施。週末を中心に 2週間に分け
て開催し、受講者は前年より20名超増加した。2021年は
利便性を考え、旭川市で2019年同様、週末、 2週にわた
り実施し、またコロナ感染拡大予防からオンラインを併
用した。今後は旭川市と札幌市近郊、交互の開催を検討
している。

表３　なよろ地方職親会主催ジョブコーチ養成研修受
講者数の推移（ジョブコーチ種別）
開催年・回

種別
2011 2012 2013 2014 2015
第 1 回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回

訪問型（ 1号） 23 30 32 31 28
企業在籍型（ 2号） 5 6 8 6 7

合計 28 36 40 37 35

開催年・回
種別

2016 2017 2018 2019 2021
第 6 回 第 7回 第 8回 第 9回 第10回

訪問型（ 1号） 23 20 20 28 15
企業在籍型（ 2号） 1 5 6 18 10

合計 24 25 26 46 25

　ジョブコーチ養成研修の修了者を対象とした「フォ
ローアップ研修」の実施のほか、ジョブコーチ修了者を
対象にSNSを開設し、情報発信や修了者間の交流の場の
確保に努めている。企業在籍型ジョブコーチの受講が多
かった一昨年は、修了者からの「障害者雇用をしている
企業の見学をしたい」との声をふまえ、北海道内各地の
企業見学会（北見、旭川、札幌等）も実施している。こ
の見学会では、障害者を雇用する受講者の勤務する企業
を相互に見学する機会も設けており、今後も継続したい
との要望が多い。
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写真 １ 　２0１9年　北翔大学での研修会

４ ．ジョブコーチによる支援、ジョブコーチ養成研修の
傾向変化

　これまでもジョブコーチ数、ジョブコーチ養成研修の
受講者数に比して、補助金対象のジョブコーチ支援が少
ないことは指摘されていたが、前述の 2．2）、 3）およ
び 3．2）より、ジョブコーチおよびジョブコーチ養成
において、明らかな傾向変化が伺える。

１ ）訪問型ジョブコーチの支援開始者数の減少
　表 1の通り、ジョブコーチ支援開始者数は2015年度に
激減し、2016年以降は減少傾向を辿っている。特に訪問
型ジョブコーチの減少が顕著である。
　2020年 8 月に2017年度から2019年度のジョブコーチ養
成研修の研修修了者を対象として「職場適応援助者（ジョ
ブコーチ）の現状と課題に関するアンケート」が実施さ
れた。助成金を活用したジョブコーチとしての活動経験
は訪問型ジョブコーチ（図 1）では、「現在活動中」お
よび「以前行っていた」と回答したのは22.2％であった。
助成金を活用したジョブコーチ支援を行っていない理由
（図 2）は「ジョブコーチ以外の業務が忙しくて、ジョ
ブコーチとしての支援ができない」が33.6％、次に「支
援対象者がいない」が25.5％、続いて「就労移行支援事
業の就労支援関係研修加算等が目的であったため」が
16.8％であった。

図１　助成金を活用したジョブコーチとしての活動経験
（訪問型ジョブコーチ）ⅵ
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図２　助成金を活用したジョブコーチ支援を行っていな
い理由（訪問型ジョブコーチ）ⅶ
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助成金を活用したジョブコーチ支援を行っていない理由
（訪問型ジョブコーチ）

　また、ジョブコーチ養成研修の受講動機（図 3）は、
「職場定着に係る支援を行うため」が78.5％、続いて「就
職に向けた支援を行うため」が76.3％、「ジョブコーチ（助
成金を活用したもの）として活動するため」は38.6％、「上
司の指示」28.2％、「就労定着支援事業の配置体制加算
になるため」24.3％、「就労移行支援事業の就労支援関
係研修加算になるため」21.9％となっており、通常の就
労継続支援事業、就労定着支援事業における実際の業務
の役立つ、或いは報酬加算を目的としたものによるもの
が多いことが分かる。
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図３　研修を受講した動機（訪問型ジョブコーチ）ⅷ
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その他

研修を受講した動機（訪問型ジョブコーチ）

２ ）企業在籍型ジョブコーチ養成受講者の増加
　受講者数は年々増加しており、特に企業在籍型ジョブ

コーチの増加が顕著である。なよろ地方職親会による
ジョブコーチ養成研修では、企業在籍型ジョブコーチの
受講者数が訪問型ジョブコーチの受講者数を上回ること
はないものの 2回連続二けたとなっている。先述の「職
場適応援助者（ジョブコーチ）の現状と課題に関するア
ンケート調査」によれば、受講した動機（図 4）は、「障
害者の雇用管理を行うため」が71.8％、「障害者職業生
活相談員として活動するため」35.5％、「ジョブコーチ（助
成金を活用したもの）として活動するため」32.4％、「ジョ
ブコーチ（助成金を活用しないもの）として活動するた
め」30.4％となっており、すでに障害者雇用をしている
企業からの受講者が多いことが推察できる。また、助成
金を活用したジョブコーチとしての経験は（図 5）、「現
在活動中」14.7％「以前行っていた」8.0％で、合わせて
も22.7％であった。助成金を活用したジョブコーチ支援
を行っていない理由（図 6）としては「元々助成金を活
用したジョブコーチの活動をすることを考えていなかっ
たため」が31.5％で、続いて「ジョブコーチ以外の業務
が忙しく、ジョブコーチとしての支援ができない」が
27.3％、「支援対象者がいない」18.1％、「助成金の手続
きが煩雑」15.1％と続いた。

５ ．今後の展望と研究課題

　助成金を活用したジョブコーチとして活動は少ないも
のの、ジョブコーチ養成研修のニーズは高く、先述の「職
場適応援助者（ジョブコーチ）の現状と課題に関するア
ンケート調査」でも訪問型ジョブコーチ、企業在籍型
ジョブコーチともに研修内容については「非常に役立っ
ている」「役立っている」と回答したものがともに90％
を超えており、なよろ地方職親会が主催するジョブコー
チ養成研修の実施状況からも、養成研修を開始した10年
前も現在も受講希望者が一定数いることからもジョブ

図４　研修を受講した動機（企業在籍型ジョブコーチ）ⅸ
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図５　助成金を活用したジョブコーチとしての活動経験
（企業在籍型ジョブコーチ）ⅹ
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図６　助成金を活用したジョブコーチを行っていない理
由（企業在籍型ジョブコーチ）
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コーチ養成研修は非常に重要である。
　本来、助成金を活用したジョブコーチ支援が各地で行
われることが望まれるだろうが、訪問型ジョブコーチは
障害者総合支援法における事業、業務との兼ね合いか
ら、困難な状況にある。また北海道は広域なため、地方
ではジョブコーチ支援を希望しても派遣、支援が難しい
という例も耳にするところである。そのため助成金を活
用したジョブコーチ支援を行うか否かは別にしても、
ジョブコーチ養成研修で得た知識とスキルを持ち合わせ
た人材は、障害者の就労支援を推進するためにも必要で
ある。配置型ジョブコーチや訪問型ジョブコーチの普及
の限界からも、ジョブコーチの知識スキルを持った人材
育成の観点からも、もっと多くの方が受講しやすくする
ような体制が求められる。特に北海道と東京の間の地域
には、ジョブコーチ養成研修の実施機関がないため、対
面の研修を基本としながらも、オンライン講義等もうま
く活用し、身近な地域でジョブコーチ養成研修が実施さ
れる必要がある。
　また、助成金対象のジョブコーチにおいてもジョブ
コーチ養成研修は一度受講すればよいことになっている
が、なよろ地方職親会のジョブコーチ研修修了者への
フォローアップ研修や企業見学会のニーズの高さからも
継続して学べるような制度設計も検討する必要があると
思われ、特に障害者を雇用する企業、企業在籍型ジョブ
コーチは、配置型ジョブコーチや訪問型ジョブコーチと
違い、身近にいわゆる福祉や職業リハビリテーションに
関する専門家がいないということも多いことから、受講
後のジョブコーチに関する知識やスキルのサポート、障
害者雇用に関する更なるノウハウや情報交換が必要であ
る。このことは長く、障害者雇用の事業主が集まり活動
を繰り広げてきた職親会から学ぶべきことが多いと思わ
れる。
　以上のことから、ジョブコーチ養成研修を通して障害
者の就労支援にさらに推進させるものと期待できるとこ
ろであるが、受講後のジョブコーチ支援に関する継続・
追跡調査を行い、助成金対象のジョブコーチのさらなる
活用や企業・企業在籍型ジョブコーチの更なる調査、研
究を行っていく必要があるだろう。またジョブコーチの
ネットワークを構築し、障害者の働きやすい、Decent 
Workの実現に向けた支援の在り方について検討してい
く必要がある。

＜注釈＞

＊ 1　2020年度までは「障害者雇用安定助成金（障害者
職場適応援助コース）」、2021年度より「訪問型職場
適応援助者助成金」に変更

＊ 2　2020年度までは「障害者雇用安定助成金（障害者
職場定着支援コース）」、2021年度より「企業在籍型
職場適応援助者助成金」に変更

＊ 3　「職親」とは、現在規定として残っている知的障
害者福祉法の第16条第 3号「知的障害者の更生援護
を職親（知的障害者を自己の下に預かり、その更生
に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつ
て、市町村長が適当と認めるものをいう。）に委託
すること」を指す。このほか、児童福祉法に規定さ
れていた「保護受託者制度」の通称が「職親」、ま
た精神保健福祉法の第50条に「都道府県は、精神障
害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の
促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業（通
常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を
精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意の
ある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生
活への適応のために必要な訓練を行う事業をい
う。）の通称も「職親」であったが、いずれも廃止
されている。
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